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【 投薬 】 

 

８２０ ジピリダモール製剤（ネフローゼ症候群）の算定について 

 

《令和８年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

ネフローゼ症候群に対するジピリダモール製剤（ペルサンチン錠等）の算定

は、原則として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ジピリダモール製剤(ペルサンチン錠等）は、抗血小板作用をはじめ、血栓・

塞栓抑制作用、尿蛋白減少作用、腎機能改善作用等を有する医薬品で、添付文

書の効能・効果の一つに「次の疾患における尿蛋白減少：ステロイドに抵抗性

を示すネフローゼ症候群」と記載されている。 

頻回再燃型を除いた多くのネフローゼ症候群は糸球体の器質的病変に起因

しており、持続性でステロイド抵抗性であるが、当該薬剤は薬理作用より判断

して有用である。 

以上のことから、ネフローゼ症候群に対するジピリダモール製剤（ペルサン

チン錠等）の算定は、原則として認められると判断した。 
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